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表紙

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「連結

株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、

書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載して

おりません。

第63回定時株主総会の招集に
際しての電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制
及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

（2025年２月21日から2026年２月20日まで）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 業務執行取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　①　「取締役会規程」「取締役規程」「コンプライアンス規程」等の社内規程を整備し、業務

執行取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底する。

　②　取締役会等を通じて業務執行取締役に積極的に発言を行わせることにより監督機能を整備

し、また、社外取締役を複数名選任することにより、強固な監督機能を具備する。

　③　監査等委員及び監査等委員会により、業務執行取締役の職務執行に対する監査等を実施す

る。

　④　監査等委員は、監査等委員事務局と定期的に意見交換会を開催し、重要事案に関する情報

共有を行う。

　⑤　法務部門が事務局となり、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス状況の管

理に取り組むとともに、コンプライアンスに関する教育・研修を実施する。

(2) 業務執行取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成し、法令及び文書管理規程等に従い取締役会事

務局により適切に保存する。また各種決裁事項に関する稟議書等についても、担当部署により

法令及び文書管理規程等に従い適切に作成・保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　①　総務部門が事務局となり、リスクマネジメント委員会を設置し、事業経営に影響を与える

リスクを洗い出して重要リスクを特定する。

　②　各重要リスクについては経営会議に提起し、対策を講じるとともに、その進捗をモニタリ

ングし、事業戦略的に改善を推進する。

(4) 業務執行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　①　「稟議規程」の運用、各部門長への権限委譲の徹底、経営会議の開催、経営上重要な情報

の正確かつ迅速な収集・伝達のためのITシステム整備により、意思決定の迅速化を図る。

　②　「年間見通し」「中期計画」等を策定し、月次決算においてその進捗状況を確認・検証の

上速やかに対策を立案・実行する。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　①　コンプライアンス委員会は、「瑞光グループ倫理方針」等の社内規程やコンプライアンス

遵守の取り組み、全社向け研修をはじめとする各種の啓発活動を行う。

　②　準拠性に基づく内部監査等の実施、内部通報窓口の拡充を行い内部窓口として(ａ)ハラス

メント相談窓口、(ｂ)監査等委員通報を設置し、経営陣から独立した窓口である外部窓口と

して(ａ)リスクヘルプライン（外部弁護士が受付）、(ｂ)電話相談（専門業者スタッフが受

付）を設置し、これらの運用を通じて不正行為の早期発見に努める。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　イ．「瑞光グループ倫理方針」及び「稟議規程」の運用、グループ横断的な職能規程の整

備、グループ子会社への監査等委員の派遣・株主権の行使、内部監査部門による定期的

な内部統制監査の実施、目標の共有化及び通達等により、当社の内部統制システムの基

本方針をグループ子会社に周知するとともに、子会社との間で適切な情報伝達等を行

う。

　　ロ．上記各体制のもとそれぞれの地域の責任者が主体となり、当社グループの業務の適正を

確保することにより、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についても適切

な対応を行う。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　　イ．当社は子会社におけるリスクの管理と業務の効率的な遂行等を図るため、「関係会社管

理規程」を制定しており、当該規程に基づき、各子会社から月次報告を受け、経営状況

等の把握・管理を行う。

　　ロ．重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞な

く当社の代表取締役社長を通じて、当社の取締役会に報告し、同時に当社の監査等委員

会に報告を行う。

③　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　イ．当社は、子会社に対して適切かつ効率的な経営管理を行うことを「関係会社管理規程」

に定めている。

　　ロ．子会社に対して当社の監査等委員を適宜派遣し、業務執行取締役は子会社の取締役の職

務執行を監視・監督し、当社の監査等委員である取締役は子会社の業務執行状況の監査

を実施する。

　　ハ．子会社の代表者は、子会社の業務及び取締役等の職務の執行状況を、当社の取締役会に

定期的に報告を行う。

　　ニ．当社内部監査部門により、定期的に内部監査を実施し、その結果を子会社にフィードバ

ックするとともに、当社の代表取締役社長に適宜報告することを「内部監査規程」に定

めている。

④　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　　イ．当社コンプライアンス委員会は、「瑞光グループ倫理方針」等の社内規程やコンプライ

アンス遵守の取り組み、全社向け研修をはじめとする各種の啓発活動を行う。

　　ロ．会計及び監査における不正や懸念事項について、子会社の使用人等が直接、当社の監査

等委員に通報する体制を構築する。

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　職務補助者（監査等委員スタッフ）の設置については、監査等委員と取締役会が協議のう

え、専任又は兼任の使用人を監査等委員スタッフとして配置するものとする。

(8) 上記(7)の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する

事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　①　各監査等委員が、監査等委員スタッフへの指揮命令を行い、監査等委員スタッフは、それ

に従って監査等委員の職務の補助を行う。

　②　監査等委員スタッフの異動、処遇等の人事事項は、監査等委員と人事部門が事前協議のう

え実施する。

(9) 監査等委員会への報告に関する体制

　①　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をす

るための体制

　　イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が、監査等委員に対して

取締役会及び重要会議へ出席することを要請して適宜報告する。

　　ロ．会計及び監査における不正や懸念事項について、当社の使用人等が直接、当社の監査等

委員に通報する体制を構築する。

　②　子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け

た者が監査等委員会に報告をするための体制

　　イ．子会社の取締役及び使用人等が、各社の監査役主催の定例会等において業務の運営や課

題等について報告する。

　　ロ．子会社の監査役は、各社における報告内容に関し、当社監査等委員に対して適宜報告す

る。

　　ハ．会計及び監査における不正や懸念事項について、子会社の使用人等が直接、当社の監査

等委員に通報する体制を構築する。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(10) 上記(9)の報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　報告者に対し報告を理由とした不利な取扱いが行われないよう、関連部門に要請する。

また、匿名での通報を認めるとともに、通報したことを理由として不利な取扱いを行うこ

とを禁止する。

(11) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処

理に関する方針

　①　「監査等委員会監査等基準」に従い、監査の実効性を確保するために、監査等委員の職

務の執行上必要と見込まれる費用について予算を計上する。

　②　緊急又は臨時に支出した費用についても、法令に則って会社が前払又は償還する。

　③　監査等委員は監査費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意する。監査の実効

性を確保するため、監査等委員の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上し、計上

外で拠出する費用についても、法令に則って会社が前払又は償還する。

(12) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　①　監査等委員は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、意見交

換を行い、会計監査人との連携を図る。

　②　内部監査部門を設置し、毎月の報告・連絡会を実施する。なお、それらの人事事項は、

監査等委員の同意を必要とする。

　③　当社監査等委員と子会社の監査役との連携を図るために、子会社の監査役は当社監査等

委員に対し適宜報告する。

　④　各部門は監査等委員による国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も監査等委員に

適宜報告するなど、監査等委員と連携することにより、監査等委員会監査の実効性向上に

協力する。

　⑤　監査等委員は、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に対

して説明を求めることができる。

　⑥　監査等委員が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整

える。

(13) 反社会的勢力排除に関する基本方針

　①　取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発

展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。

　②　反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、倫理規

範において反社会的勢力との関わりについて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に

取り組む。

　③　反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を

定めるほか、外部専門機関との連携による情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発

生時に速やかに対処できる体制を構築する。

(注)グループ子会社とは、会社法上の子会社をいう。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に経営上のリスクに

ついて検討しております。また、必要に応じて、社内諸規程、個々の業務及び業務フローの見直

しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させるように努めております。

　また、内部監査部門は独立した観点から定期的に実査を中心とした監査を実施しており、法

令・定款及び社内規程等に違反している事項がないかを検証しております。監査等委員も、監査

等委員会監査の他、代表者及び管理職者との面談、社内の重要会議への出席等を通じて、業務執

行の状況やコンプライアンスについての重大な違反等が無いよう監視しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年２月21日から
2026年２月20日まで）

株主資本
その他の
包括利益
累計額

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

当連結会計年度期首残高 1,888,510 2,890,580 26,599,239 △550,446 30,827,882 344,420

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △291,205 △291,205

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,972,695 1,972,695

自 己 株 式 の 処 分 11,107 3,451 14,558

連結子会社の増加による
非 支 配 株 主 持 分 の 増 減

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

28,592

当連結会計年度変動額合計 － 11,107 1,681,490 3,451 1,696,049 28,592

当連結会計年度末残高 1,888,510 2,901,687 28,280,729 △546,995 32,523,932 373,013

その他の包括利益累計額

新株
予約権

非支配
株主持分

純資産合計土地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当連結会計年度期首残高 △752,204 3,825,657 △26,299 3,391,573 40,755 40,555 34,300,768

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △291,205

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,972,695

自 己 株 式 の 処 分 14,558

連結子会社の増加による
非 支 配 株 主 持 分 の 増 減

31,852 31,852

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

182,867 105,999 317,460 △22,014 295,445

当連結会計年度変動額合計 － 182,867 105,999 317,460 － 9,837 2,023,347

当連結会計年度末残高 △752,204 4,008,524 79,700 3,709,034 40,755 50,393 36,324,115

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 13社

連結子会社の名称 瑞光（上海）電気設備有限公司

株式会社瑞光メディカル

ZUIKO INC．

ZUIKO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.

PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIA

ZUIKO INDIA PRIVATE LIMITED

ZUIKO EUROPE GMBH

株式会社ZUIKO INNOVATION CENTER

株式会社COTEX

ZUIKO DELTA S.R.L.

上海瑞光創科医療健康科技有限公司

UZJ Co., Ltd.

　なお、当連結会計年度において、上海瑞光創科医療健康科技有限公司及びUZJ Co., Ltd.

を設立したため、新たに連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の名称等

該当する会社はありません。

２. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である瑞光（上海）電気設備有限公司、ZUIKO INC．、ZUIKO INDUSTRIA DE 

MAQUINAS LTDA.、ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.、PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIA、

ZUIKO INDIA PRIVATE LIMITED、ZUIKO EUROPE GMBH、ZUIKO DELTA S.R.L.、上海瑞光創科医療

健康科技有限公司及びUZJ Co., Ltd.の決算日は12月31日であります。連結決算日との差は３

か月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を基礎として連結を行っており

ます。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行ってお

ります。

　連結子会社である株式会社瑞光メディカル、株式会社ZUIKO INNOVATION CENTER及び株式会

社COTEXの決算日は連結決算日と一致しております。

３. 持分法の適用に関する事項

　持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 １社

　主要な会社等の名称 PROGA ZUIKO CORPORATION

４. 持分法適用手続きに関する特記事項

　持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、会社の事業年度

にかかる計算書類を使用しております。
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５. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

② 棚卸資産

原材料及び貯蔵品、商品及び製品

　主として移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

　個別法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　２～42年

　機械装置及び運搬具　２～17年

② リース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい

ております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に帰属す

る額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に帰属する

額を計上しております。

④ 製品保証引当金

　無償保証に係る補修費用に充てるため、過去の発生実績率に基づき、将来発生する修理費

用の見積額を計上しております。

⑤ 株主優待引当金

　株主優待制度に伴う支払いに備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる

額を計上しております。

⑥ 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失

見込額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の一定年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④ 確定拠出年金制度

　一部の連結子会社は、確定拠出型の退職金給付制度を設けており、当該制度に基づく要拠

出額をもって費用処理しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　　　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおり

であります。

① 一定の期間にわたり充足される履行義務

一定の期間にわたり充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び

紙おむつ製造機械等の製造販売が含まれ、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該

進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進

捗率の見積りの方法は、工事原価総額に対する実際発生原価の割合（インプット法）で

算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができ

ないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、履行義務の充足に係る進捗

度を合理的に見積もることが出来る時まで、原価回収基準により収益を認識しておりま

す。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま

での期間がごく短い工事契約等については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわた

り収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

② 一時点で充足される履行義務

一時点で充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び紙おむつ製

造機械等の部品の製造販売や一部の製造機械が含まれ、履行義務を充足した時点で収益

を認識しております。

６. のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却につきましては、効果が実現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均

等償却しております。ただし、金額の僅少なものにつきましては、一括償却しております。

　負ののれんにつきましては、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理してお

ります。

７. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、当該連結子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
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Ⅱ. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改

正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい

う。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場

合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を

当連結会計年度の期首から適用しております。

　なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。

Ⅲ. 会計上の見積りに関する注記

（機械装置の製造等における収益認識）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事契約の売上高 9,275,537千円

（うち期末時点において進行中の金額  　　　　　　　　7,779,417千円）

（2）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行

義務の充足に係る進捗に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の

見積りの方法は、工事原価総額に対する実際発生原価の割合（インプット法）で算出して

おります。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　工事原価総額の見積りには実行予算を使用しております。当該実行予算には材料費、労

務費、外注費等の見積りが含まれており、労務費については、案件の仕様、過去の類似案

件における原価発生状況等を勘案し、責任者や経営者の判断により信頼性のある金額を見

積っております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　工事は一般に長期にわたることから、顧客要望による仕様変更、災害等による施工の遅

延、予期しない不具合等の発生により、工事原価総額の見積りに見直しが生じる場合があ

り、翌連結会計年度の連結計算書類において、売上高の金額に影響を与える可能性があり

ます。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 7,418,400千円

△317,984千円

売上原価 271,169千円

場所 用途 種類 減損損失の金額

鳥飼上工場 マスク製造機
機械装置及び

工具器具備品
95,152千円

Ⅳ. 連結貸借対照表に関する注記

２. 土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する

ために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法によ

り算出

再評価を行った年月日　　　　　2002年２月20日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

Ⅴ. 連結損益計算書に関する注記

１. 棚卸資産評価損

　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上

原価に含まれております。

２. 受注損失引当金繰入額

　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は237,694千円であります。

３. 補助金収入及び固定資産圧縮損

　補助金収入は国庫補助金等による収入であり、固定資産圧縮損は当該補助金により取得した

固定資産(建物及び建築物並びに機械装置及び運搬具)の圧縮記帳に係るものでありそれぞれ

1,770,410千円を計上しております。

４. 減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。

（1）減損損失を認識した資産

（2）減損損失の認識に至った経緯

　　　マスク製造機につきましては、機械装置及び工具器具備品で計上しておりましたが、収益性が

低下し投資額の回収が見込めなくなったため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しております。

（3）資産のグルーピングの算定方法

　　　減損会計の適用にあたって概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資 

産のグルーピングを行っております。

（4）回収可能価額の算定方法

　　　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により測定

しております。

５. 訴訟和解金

　当社の連結子会社であるZUIKO DELTA S.R.L.と取引先との間における取引条件に関して生じ

た紛争に係る和解金127,736千円を支払ったものであります。
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普通株式 28,800,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ５ 月 1 6 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 132,325千円 ５円00銭 2025年２月20日 2025年５月19日

2 0 2 5 年 1 0 月 ３ 日
取 締 役 会

普通株式 158,879千円 ６円00銭 2025年８月20日 2025年11月４日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 6 年 ５ 月 1 5 日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 158,845千円 ６円00銭 2026年２月20日 2026年５月18日

新 株 予 約 権 の 内 訳 新株予約権の目的となる株式の種類 当 連 結 会 計 年 度 末 株 式 数

2 0 1 6 年 新 株 予 約 権 普通株式 6,800株

2 0 1 7 年 新 株 予 約 権 普通株式 10,000株

2 0 1 8 年 新 株 予 約 権 普通株式 10,800株

2 0 1 9 年 新 株 予 約 権 普通株式 12,000株

2 0 2 0 年 新 株 予 約 権 普通株式 12,000株

　６. 投資有価証券売却益

　当社が保有する投資有価証券のうち、国内株式１銘柄を売却したことによるものでありま

す。

　７. 負ののれん発生益

　当連結会計年度において、ユニチカ株式会社からスパンレース不織布事業を譲渡されたこと

に伴い、負ののれん発生益1,925,266千円を計上しております。

Ⅵ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるも

の

　(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項
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Ⅶ. 金融商品に関する注記

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については預金等、安全性の高い金融資産で運用し、また、資

金調達については資金用途や調達環境等を勘案し調達手段を決定するものとしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金及び契約資産並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主

な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

　投資有価証券に含まれる株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。

　支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、事業活動から生じた営業債務であり、全て１

年以内に支払期日が到来いたします。

　未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て１年以内に納付期日

が到来いたします。

　長期未払金には、営業取引から生じた特定の取引先に対する長期の金銭債務が含まれてお

り、支払日は連結決算日後、最長で３年後であります。また、役員退職慰労金の打切支給に

係る債務も含まれており、当該債務は各役員の退職時に支給する予定であります。

　リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであ

り、償還日は連結決算日後、最長で２年後であります。

　長期借入金は、設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

－ 11 －
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)投資有価証券（注２）

　   その他有価証券 646,272 646,272 －

　　資産計 646,272 646,272 －

(1)長期借入金(1年内返済予定を含む)

(2)リース債務(固定負債)

(3)長期未払金

6,204,343

8,283

162,333

5,854,177

8,061

160,284

△350,165

△221

△2,049

　　負債計 6,374,960 6,022,523 △352,437

（単位：千円）

区分
当連結会計年度

（2026年2月20日）

関係会社株式 638,212

２. 金融商品の時価等に関する事項

　2026年２月20日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。

（単位：千円)

（注１）「現金及び預金」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」

「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、

時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

３. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：同一資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価額により算定し

た時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算出した時価

レベル３の時価：観察できないインプットを使用して算出した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 646,272 － － 646,272

合計 646,272 － － 646,272

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(1年内返済予定を含む)

リース債務(固定負債)

長期未払金

－

－

－

5,854,177

8,061

160,284

－

－

－

5,854,177

8,061

160,284

合計 － 6,022,523 － 6,022,523

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円)

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金（1年内返済予定を含む）

　これらの時価については、元利金の合計額を、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味

した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務(固定負債)

　元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期未払金

　時価については、合理的に見積った支払予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(単位：千円)

合計

一時点で移転される財又はサービス 11,894,713

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 9,275,537

顧客との契約から生じる収益 21,170,251

その他の収益 －

外部顧客への売上高 21,170,251

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 3,102,827 3,691,132

契約資産 8,555,577 6,861,824

契約負債 3,641,381 3,155,133

１株当たり純資産額 1,368円61銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

74円51銭

74円37銭

Ⅷ. 収益認識に関する注記

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　５.会計方針に関する事項　(5)収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び負債の残高等

（単位：千円)

契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間にわたり認識した収益に係る未請

求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えら

れます。

契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するもの

であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は

2,940,950千円であります。なお、契約資産及び契約負債の残高の重要な変動はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありませ

ん。また、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については、実務上の便法を適用

し、記載を省略しております。

Ⅸ. １株当たり情報に関する注記
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Ⅹ．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

　当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株

式の取得を以下のとおり実施いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　株主還元及び資本効率の向上と今後の経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行す

ることを目的として、自己株式の取得を行うものであります。

２．取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数 500,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.9％）

(3) 株式の取得価額の総額 550,000,000円（上限）

(4) 取得期間 2026年２月24日から2026年３月３日まで

(5) 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－３）に

よる買付け

３．自己株式の取得結果

(1) 取得した株式の種類 当社普通株式

(2) 取得した株式の総数 500,000株

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.9％）

(3) 株式の取得価額の総額 485,500,000円

(4) 取得日 2026年２月25日

(5) 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－３）に

よる買付け

－ 15 －



2026/04/13 10:58:24 / 25287349_株式会社瑞光_招集通知

連結注記表

Ⅺ. その他の注記

　（企業結合等関係）

（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）

当連結会計年度（自　2025年２月21日　至　2026年２月20日）

　2024年６月10日に行われたDELTA S.R.Lとの企業結合について、前連結会計年度において暫定

的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。

　この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結計算書類に含まれる比較情報にお

いて取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。

　この結果、暫定的に算出されたのれん270,165千円は会計処理の確定により201,160千円減少

し、69,004千円となっております。のれんの減少は建物及び構築物が333,160千円、土地が

23,797千円、非支配株主持分が22,046千円増加し、繰延税金資産が69,398千円、原材料及び貯蔵

品が67,798千円、為替換算調整勘定が3,445千円減少したことによるものです。

　また、前連結会計年度末ののれんは176,468千円、繰延税金資産が64,738千円、原材料及び貯

蔵品が63,970千円それぞれ減少し、建物及び構築物が314,264千円、土地が23,088千円、非支配

株主持分が20,279千円、利益剰余金が9,761千円、為替換算調整勘定が2,134千円それぞれ増加し

ております。

　（事業譲受）

１．企業結合の概要

（１）事業譲受の相手先の名称及び取得した事業の内容

　相手先の名称　ユニチカ株式会社

　事業の内容    スパンレース不織布の製造・販売

（２）事業譲受の目的

　当社グループは、2026年2月期からスタートした『第４次中期経営計画』において「新規

事業の加速による事業ポートフォリオの拡充」を掲げ、これまでの衛生用品製造機械事業で

培ってきた技術や既存の事業領域とのシナジー創出が見込まれる分野に積極的に挑戦してい

く方針です。当社グループは2024年に株式会社COTEXを設立し、衛生用品のコットン素材と

して広く利用されているコットン原料の製造に参入いたしました。一方、ユニチカ株式会社

は1993年よりコットンスパンレース不織布の製造を開始し、吸湿性・吸水性・保水性に優れ

た肌に優しい不織布製品を強みに、今ではコットンスパンレース不織布の国内販売シェアで

はトップクラスの実績を有しております。当社グループは本事業譲受を通じて、コットン原

料の製造からスパンレース不織布の製造までの一気通貫事業へ参入いたします。ユニチカ時

代の既存得意先への継続的な販売に加えて、当社グループの主要顧客である国内外の衛生用

品メーカーに対して衛生用品の素材としてコットンスパンレース不織布を拡販していくこと

で売上拡大及び収益性の向上を図るとともに、衛生用品の素材として加工性の高いコットン

スパンレース不織布を研究開発するなど、製品の付加価値向上に取り組みます。

（３）事業譲受日

　2025年12月31日

（４）企業結合の法的形式

　現金を対価とする事業譲受

２．連結計算書類に含まれる取得した事業の業績の期間

　2025年12月31日から2026年２月20日

３．取得関連費用

　該当事項はありません。
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取得の対価　現金 2,150,000千円

取得原価 2,150,000千円

流動資産 671,969千円

固定資産 4,239,795千円

資産合計 4,911,764千円

４．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

５．企業結合日に受け入れた資産及び引受負債の額並びにその主な内訳

６．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計

算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

　　　当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

７．発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

（１）負ののれん発生益の金額

　1,925,266千円

　なお、上記の金額は、企業結合日以後、決算日までの期間が短く、事業譲受時点の識別可

能資産の特定及び時価の見積もりが未了であるため、取得原価の配分が完了しておらず、暫

定的に算出された金額であります。

（２）発生原因

　取得原価が受け入れた資産を上回ったため、その差額を負ののれんとして認識しておりま

す。
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（ 2025年２月21日から
2026年２月20日まで）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,888,510 2,750,330 140,250 2,890,580 206,864 10,500,000 9,172,479 19,879,343

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 291,205 △ 291,205

当 期 純 利 益 5,527,332 5,527,332

自己株式の処分 11,107 11,107

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 11,107 11,107 － － 5,236,127 5,236,127

当 期 末 残 高 1,888,510 2,750,330 151,357 2,901,687 206,864 10,500,000 14,408,606 25,115,471

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額等

合計

当 期 首 残 高 △ 550,446 24,107,987 344,420 △ 752,204 △ 407,783 40,755 23,740,959

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 291,205 △ 291,205

当 期 純 利 益 5,527,332 5,527,332

自己株式の処分 3,451 14,558 14,558

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

28,592 28,592 28,592

当 期 変 動 額 合 計 3,451 5,250,686 28,592 － 28,592 － 5,279,279

当 期 末 残 高 △ 546,995 29,358,673 373,013 △ 752,204 △ 379,190 40,755 29,020,238

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項

１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

関係会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

原材料及び貯蔵品

　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　２～38年

機械及び装置　２～17年

(2) リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい

ております。
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３. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に帰属する額を

計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に帰属する額を計

上しております。

(4) 製品保証引当金

　無償保証に係る補修費用に充てるため、過去の発生実績率に基づき、将来発生する修理費用

の見積額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の一定年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 株主優待引当金

　株主優待制度に伴う支払いに備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計

上しております。

(7) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額

を計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 一定の期間にわたり充足される履行義務

　一定の期間にわたり充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び

紙おむつ製造機械等の製造販売が含まれ、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進

捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗率

の見積りの方法は、工事原価総額に対する実際発生原価の割合（インプット法）で算出し

ております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、

発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しており

ます。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま

での期間がごく短い工事契約等については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり

収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

(2) 一時点で充足される履行義務

　一時点で充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び紙おむつ製

造機械等の部品の製造販売が含まれ、履行義務を充足した時点で収益を認識しておりま

す。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれら

の会計処理の方法と異なっております。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 4,374,507千円

短期金銭債権 4,467,707千円

長期金銭債権 435,898千円

短期金銭債務 370,919千円

長期金銭債務 3,000千円

△317,984千円

Ⅱ. 会計方針の変更に関する注記

　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定

める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

28号　2022年10月28日）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

　なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

Ⅲ. 会計上の見積りに関する注記

　（機械装置の製造等における収益認識）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事契約の売上高 9,394,483千円

（うち期末時点において進行中の金額                    7,898,363千円）

（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　　（1）の金額の算出方法は、連結注記表「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記」に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しております。

Ⅳ. 貸借対照表に関する注記

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

３．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定

める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する

ために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法によ

り算出

再評価を行った年月日　　　　　2002年２月20日

再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
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(1) 売上高 1,762,287千円

(2) 仕入高 957,532千円

(3) 販売費及び一般管理費 66,854千円

(4) 営業取引以外の取引高 4,252,094千円

売上原価 1,354千円

普通株式 2,325,786株

Ⅴ. 損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高

２．棚卸資産評価損

　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上

原価に含まれております。

３．受注損失引当金繰入額

　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は237,694千円であります。

４．補助金収入及び固定資産圧縮損

　　補助金収入は国庫補助金等による収入であり、固定資産圧縮損は当該補助金により取得した固

定資産(建物並びに工具、器具及び備品)の圧縮記帳に係るものでありそれぞれ1,770,410千円を

計上しております。

５．投資有価証券売却益

　当社が保有する投資有価証券のうち、国内株式１銘柄を売却したことによるものでありま

す。

６．負ののれん発生益

　当事業年度において、ユニチカ株式会社からスパンレース不織布事業を譲渡されたことに伴

い、負ののれん発生益1,925,266千円を計上しております。

Ⅵ. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産

　土地再評価差額金 237,094千円

　売上原価 124,352千円

　研究開発資産 110,408千円

貸倒引当金 107,735千円

関係会社株式 73,824千円

賞与引当金 67,364千円

研究開発費 48,996千円

未払金 18,787千円

前払費用 18,687千円

未払事業税 18,145千円

株式報酬費用 12,846千円

在庫評価損 11,977千円

株主優待引当金 8,573千円

役員賞与引当金 7,655千円

投資有価証券 7,169千円

賃借倉庫設備 4,883千円

長期未払金 1,103千円

その他 5,799千円

繰延税金資産小計 885,405千円

評価性引当額 △441,673千円

繰延税金資産合計 443,731千円

繰延税金負債

のれん償却額 836,498千円

その他有価証券評価差額金 161,220千円

その他 5,986千円

繰延税金負債合計 1,003,706千円

繰延税金資産の純額 △559,974千円

Ⅶ. 税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立

したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行わ

れることになりました。

　これに伴い、2027年２月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延

税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算してお

ります。

　なお、この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有 )割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

子会社

瑞光(上海)電気

設備有限公司

所有

直接100％

役員の兼任

（２名）

製 品 の 販 売
（注１)

778,010 売 掛 金 466,733

製 品 の 購 入
（注１）

724,425 買 掛 金 9,819

契 約 負 債 20,418

配 当 収 入 4,096,000

ZUIKO 

INDUSTRIA DE 

MAQUINAS 

LTDA.

所有

直接100％
なし

製 品 の 販 売
（注１)

22,646 売 掛 金 556,248

製 品 の 購 入
（注１）

40,890 買 掛 金 74,419

支 払 報 酬

（注１）
52,886

ZUIKO DELTA 

S.R.L.

所有

直接90％
なし

製 品 の 販 売

（注１)
116,441 売 掛 金 105,900

未 収 入 金 255,612

製 品 の 購 入

（注１）
123,594

資 金 の 貸 付

（注２)
858,126 短期貸付金 858,126

ZUIKO INC．
所有

直接100％
なし

製 品 の 販 売
（注１)

524,335 売 掛 金 131,345

契 約 資 産 1,397,243

製 品 の 購 入
（注１）

7,255 買 掛 金 2,909

契 約 負 債 8,429

PT.ZUIKO 

MACHINERY 

INDONESIA

所有

直接99％

間接 1％

なし

製 品 の 販 売
（注１)

142,382 売 掛 金 36,657

製 品 の 購 入
（注１）

19,533 買 掛 金 361

配 当 収 入 118,800

株式会社瑞光

メディカル

所有

直接100% なし

製 品 の 販 売
（注１）

43 売 掛 金 4

製 品 の 購 入
（注１）

246

資 金 の 貸 付

（注２)
494,298 短期貸付金 110,000

長期貸付金 384,298

株 式 会 社

COTEX

所有

直接100％
なし

製 品 の 販 売
（注１）

7,912 売 掛 金 7,603

製 品 の 購 入
（注１）

7,738 買 掛 金 7,377

資 金 の 貸 付

（注２)
450,000 短期貸付金 450,000

Ⅷ. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。
（注２）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注３）子会社への貸倒懸念債権に対し、合計341,448千円の貸倒引当金を計上しております。ま

た、当事業年度において合計152,799千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
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１株当たり純資産額 1,094円63銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

208円78銭

208円37銭

Ⅸ. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「Ⅰ.重要な会計方針に係る事項　４.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

Ⅹ. １株当たり情報に関する注記

Ⅺ. 重要な後発事象に関する注記

　（自己株式の取得）

　連結注記表「Ⅹ．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。

Ⅻ. その他の注記

　（企業結合等関係）

　連結注記表「Ⅺ. その他の注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。
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